
 
 

 
 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

石巻海事事務所と石巻海上保安署では、石巻管内の冬期に休業していた事業者が本格的

に運航を開始する春期に、旅客船の安全性の向上及び安全運航に対する意識の高揚を図る

ことを目的として、合同立入点検を含む「春期の旅客船等安全総点検」を実施します。 

 

１．実施期間 

令和４年４月１日～５月３１日 

 

２．実施内容 

・事業者による自主点検及び、立入点検を実施。 

安全管理規程（運航基準等）の遵守状況、安全に関する設備の確実な備付け及び 

旅客・乗組員に関する安全対策の実施状況、事故等を想定した訓練や連絡体制の 

整備状況、新型コロナウイルス等の感染症対策の実施状況を重点的に点検します。 

なお、総点検の期間中、以下の日程で石巻海事事務所及び石巻海上保安署職員に 

よる立入点検を実施します。 

（１）日 時 令和４年４月２１日(木)  午前９時００分から 

（２）場 所 女川観光桟橋（女川町） 

（３）事業者 シーパル女川汽船株式会社 

（４）船 名 『しまなぎ』 

 

 

 

【問い合わせ先】 安全総点検 【問い合わせ先】 特別警戒及び安全指導 

東北運輸局 石巻海事事務所 

運航労務監理官  村林 

ＴＥＬ ０２２５－９５－１２２８    

ＦＡＸ ０２２５－９５－７６３７ 

第二管区海上保安本部  石巻海上保安署 

次 長  志戸前         

ＴＥＬ ０２２５－２２－８０８８    

ＦＡＸ ０２２５－２２－８０１０ 

 

《発表記者会：石巻記者クラブ》 

令和４年４月１５日 

春期の旅客船等安全総点検（立入点検）を実施します 

国 土 交 通 省  海 上 保 安 庁 

石巻海事事務所   石巻海上保安署 

 

東北運輸局 石巻海事事務所 

第二管区海上保安本部 石巻海上保安署 プレスリリース 

 


